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この要項は、市川市（以下「市」といいます。）が設置する市川市大洲デイサービ

スセンター（以下「大洲デイ」といいます。）の施設運営の移譲先として、当該施設

を継続して運営する民間法人（以下「運営法人」といいます。）の公募に関し、必要

な事項を定めるものです。 

 

１  公募の趣旨 

市は、平成６年に公設の老人デイサービスセンターを開設して以来、市内７施設におい

て介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく通所介護、介護予防通所介護等の事業

を実施してきました。現在、これらの施設のうち３施設は市が指定管理者として指定した

法人により運営し、４施設は民営化を実施しております。 
高齢者がますます増加する中、介護保険サービスが多様化し、多様な民間の老人デイサ

ービスセンターが経験及び実績を活かし、良好なサービスを提供できることとなったこと、

市の施設及び設備を活かしたサービス体制の確保等の施設を取り巻く状況を踏まえ、「民で

できるものは官は行わない。官ですべきことはしっかり行う」という市経営方針に基づき、

運営法人に施設運営を移譲することを進めてきました。 
この度、指定管理者の指定の期間が平成３１年３月３１日をもって満了する大洲デイに

ついて、運営法人に施設運営を移譲することができると判断したことから、同年４月１日

から施設運営を行う運営法人を広く公募するものです。 
また、この公募は、平成３０年６月市川市議会定例会において提案する「市川市急病診

療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例」の一部を改正する条例について、議

会の議決を得て実施しております。 
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２  施設及び物品の概要 

 

①  施設概要 

所在地 市川市大洲１丁目１８番１号 

建築年月日（築年数） 平成１６年８月３１日（築１３年） 

開設年月日 平成１６年１０月１日 

構造 鉄骨造３階建の３階一部分 

敷地面積 ２，３５２．０９㎡ 

延床面積 ２，４００．５１㎡（うち大洲デイ部分が５９３．９㎡） 

主な設備 
事務室、作業及び機能訓練室、相談室、休養室、更衣室・休憩室、便所、

リネン室兼倉庫、配膳室、浴室、脱衣室、脱衣室便所 

専用面積 ３８８．８７㎡ ※専用部分は、別紙１「平面図」参照 

送迎車駐車場 ４台分 

利用定員 一般型２５人、認知症対応型１２人 

休所日 ・日曜日 

・１月１日から同月３日 

・１２月３０日及び同月３１日 

開所時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

②  物品概要 

品名 数量 
入浴用リフト １ 

 

３  運営法人が行う業務 

運営法人は、平成３１年４月１日以降、次に掲げるところによりその責任において大洲

デイを運営するものとします。 

⑴ 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと。 

⑵ 介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び

機能訓練を行うこと。 

⑶ 利用者及びその家族の家事、生活等に関する相談及び助言を行うこと。 
 ⑷ 施設及び設備（以下「施設等」といいます。）の維持管理を行うこと。 

 ⑸ その他⑴から⑷までに掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。 

 ⑹ 法の改正等による制度改正等に応じたサービス提供を行うこと。 

⑺ ⑴から⑹までに掲げる業務に支障のない範囲内において、高齢者福祉サービスの充実

を図るために必要な提案を行い、実施をすること。 

 

４  運営事業契約期間 

市と運営法人とで、居宅における介護サービスの中長期的な運営の担保のため、賃貸借

契約の前提として、以下の期間で運営事業契約を締結します。 
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なお、以下の期間が満了した場合において、あらかじめ市が施設を取巻く状況を踏まえ

必要があると判断したときは、市と運営法人との協議の上、再契約をすることができます。 

 ・平成３１年４月１日から平成５６年(２０４４年)３月３１日まで（２５年間） 

 

５  市有財産の貸付け及び物品の譲渡等 

 ⑴ 市有財産の貸付け 

  ア 「３ 運営法人が行う業務」を行うため、市と運営法人とで５年間の市有財産定期

賃貸借契約を締結し、「２ 施設及び物品の概要」に記載する大洲デイの専用面積に

係る部分について貸付けを行います。 

  イ 貸付料は、市川市財務規則（昭和６０年規則第４号）第１８７条に基づき、市が算

定し、毎年度定期に運営法人に請求します。 

  公共的団体（営利を目的としない社会福祉団体等） 

    年額：７３７，７６０円 

    ※基準貸付料算定の特例適用 

  その他の団体（営利を目的としている団体） 

    年額：６，０２７，８６４円 

  ※貸付料は、固定資産評価替年度（３年に一度）に改定する。算定の基礎となる固定資

産評価格は、前年度の額を採用する。 

  ウ アの契約は、定期賃貸借契約であるため、期間の満了をもって契約が終了となりま

すが、運営事業契約に合わせ、貸付料等を見直す等、市と運営法人とで協議の上、再

契約することができます。 

  エ 貸し付けた市有財産は、高齢者福祉に関する事業以外の用途に使用できません。 

  オ 貸し付けた市有財産は、転貸できません。また、賃借権を第三者に譲渡できません。 

⑵ 物品の譲渡等 

  ア 「３ 運営法人が行う業務」を行うため、市と運営法人とで物品譲渡契約を締結し、

市は、大洲デイに係る物品（「２ 施設及び物品の概要」参照）について、運営法人

に無償で譲渡します。 

  イ 運営法人は、平成３１年４月１日から次の物品及び駐車場（「２ 施設及び物品の

概要」に記載する敷地外民間駐車場（４台分））を用意し、当該物品及び駐車場に係

る費用を負担するものとします。 
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物  品 数量 物  品 数量 
送迎車 ４ テーブル（円卓） ６ 

パワーリハビリ用具（レッグプレス） １ 
パワーリハビリ用具 
（ローイングＭＦ） 

１ 

テレビ １ カラオケ用テレビ １ 
ホワイトボード １ 電動ベッド ２ 
保温庫（おしぼり用） １ テーブル（長） ２ 
リクライニングソファー ４ 3 人掛けソファー ２ 
冷蔵庫 ２ スービークッカー １ 
食器消毒保管庫 １ コミュニケーションロボット １ 
パソコン（ノート型含む） ４ ベンチ椅子 ３ 
パーテーション ２   

※ 「送迎車」については、現在の大洲デイの送迎車の配置数及び乗車定員を確保す

ること。なお、車種については、現在配置されているものを参考として記載してい

ますので、同様の車種を用意することを求めるものではありません。 

 

送 迎 車 台数 

車種：１ＢＯＸ 
形状：車椅子移動車、乗車定員：１０人 

４ 

  ウ 運営法人は、物品の購入、修繕、廃棄及び買替えについて行うものとし、その費用

を負担するものとします。 

 ※ 現在の施設には、現在の指定管理者が購入した物品がありますので、当該物品に

ついては、物品譲渡契約の対象外となります。 

 

６  施設等の維持管理等 

⑴ 運営法人は、施設等の管理について、当該施設等が市の財産であることを十分留意し、

善良な管理者の注意義務の範囲内で行うものとします。 

 ⑵ 運営法人は、施設等の維持管理に関する業務について、実費を負担するものとします。 
  （参考：「別紙２ 施設の管理に要する費用の積算に必要な事項（概算）」） 

⑶ 運営法人は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、消防法（昭和２３年法律第  

１８６号）、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

その他の施設等の維持管理に関する法令等の規定に基づき、次に掲げる業務を業務委託

等の方法により行うことで、施設等の状態を適正に維持するよう努めなければなりませ

ん。 
なお、運営法人は、次に掲げる業務の実施に要する費用を負担するものとします。 
ア 浴槽水質検査業務 

イ その他施設等の維持管理のために必要な点検その他の業務（公共建築物定期点検 

 業務（建築基準法第１２条第２項の規定に基づく点検をいいます。）その他の市が行 

 う業務を除きます。） 
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⑷ 運営法人は、⑶に掲げる業務のほか、日常清掃（床の掃き掃除及び拭き掃除、洗面所

及びトイレの掃除、ちり払い、ごみ捨て、汚物処理その他の日常的に行う清掃をいいま

す。）、定期清掃（床の洗浄及びワックスがけ、壁、ガラス、マット及び什器類の掃除、

金具磨きその他のおおむね３月又は６月ごとに１回、定期に行う清掃をいいます。）及び

特別清掃（照明器具、時計、換気設備、排水溝の掃除その他のおおむね６月又は１２月

ごとに１回、定期に行う清掃をいいます。）の方法により大洲デイの清掃を行うものとし

ます。 

 

 ⑸ 運営法人は、施設等の状態について日常的に点検を行うことにより、劣化や破損等の

早期発見に努めるとともに、施設等の維持管理のため必要があると認める場合は、施設

等の修繕を行わなければなりません。 

ただし、１件３０万円以内の施設等の修繕の費用については運営法人が負担するもの

とし、３０万円を超える施設等の修繕については「別紙３ 修繕負担区分表」によるも

のとします。 

この場合において、運営法人は、その内容について事前に市と協議を行うものとしま

す。 

 ⑹ 運営法人は、施設全体の維持管理に関する業務委託に係る費用について、次の表のと

おり負担するものとします。 
業務委託名（施設全体分） 運営法人負担分 

建物清掃業務委託 

市が契約した額の１７．５５％ 

消防用設備保守点検業務委託 
自家用電気工作物保安管理業務委託 
機械警備業務委託 
簡易専用水道の管理状況検査業務委託 
昇降機定期点検及び保守業務委託 
電話交換設備保守点検業務委託 
加圧給水ポンプ保守点検業務委託 
塵芥等収集運搬業務委託 
植栽の剪定及び消毒散布業務委託 
空調設備保守点検業務委託 
自動ドア保守点検業務委託 

  ※ １７．５５％＝大洲デイ（５９３．９㎡）の全体に占める面積割合 
  ※ 負担割合は、他施設の状況の変化等に伴い、変更することがあります。 

  ※ 定期的（数年に１回）や突発的な委託案件があります。 

⑺ 運営法人は、大洲デイに係る光熱水費等について、それぞれ次の表のとおり負担する

ものとします。 
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ア 電気料金 
使用量 （Ｋｗｈ）①  
使用料金 （円）②  
割引金額（蓄熱分） （円）③  
請求額 （円）④＝②－③  
蓄熱電力量 （Ｋｗｈ）⑤  
自販機分 （円）⑥  
１Ｋｗｈ当たりの単

価 
（円）⑦＝④／① 

小数第３位

以下切捨て 
蓄熱分料金（推計） （円）⑧＝⑦×⑤ 端数切捨て 
大洲デイ分料金 （円）⑨＝（④－⑥－⑧）×１７．５５％＋⑧－③ 端数切捨て 

  ※ 負担割合は、他施設の状況の変化等に伴い、変更することがあります。 

 

イ 水道料金及び下水道料金 
使用量 （㎥）①  
使用料金 （円）②  
１㎥当たりの単価 （円）③＝②／① 小数第３位四捨五入 

３階 

前月メーター（㎥）④  
今月メーター（㎥）⑤  
使用量（㎥）⑥＝⑤－④  
按分使用量 ⑦＝⑥×９５％ 小数第３位四捨五入 

大洲デイ分料金 （円） ⑧＝③×⑦ 端数切捨て 
 ※ 按分率＝３階部分使用量（子メーター）の９５％ 
 ※ 負担割合は、他施設の状況の変化等に伴い、変更することがあります。 

 

⑻ 受動喫煙の防止について 

① 大洲デイは、全面的に禁煙とします。 

② 運営法人は、大洲デイが全面的に禁煙であることについて、利用者に周知するもの

とします。 

③ 運営法人は、大洲デイの職員又は利用者が大洲デイの屋外において喫煙する場合には、

受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること

をいいます。）を防止するための必要な措置を講じなければなりません（健康増進法（平

成１４年法律第１０３号）第２５条参照）。 

 

⑼ 廃棄物の処理について 

運営法人は、管理業務に係る事業系一般廃棄物（市川市廃棄物の減量、資源化及び適

正処理等に関する条例（平成５年条例第１３号）第２条第２項第２号に規定する事業系

一般廃棄物をいいます。）について、適切な方法により処理しなければなりません。 
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７  応募資格 

運営法人の応募資格は、以下の項目を全て満たしている者とします。 

  

⑴ 千葉県知事から介護保険法第４１条第１項本文の規定による指定を受け、及び千葉県 

 内の市町村長から介護保険法第４２条の２第１項本文及び第５４条の２第１項本文の規 

 定による指定を受けて、千葉県内の市町村長から同法第１１５条の４５の３第１項の規 

 定による指定を受けて老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の２の２に規 

 定する老人デイサービスセンターを現に運営していること。 
⑵ 次の①～⑦に該当しない者であること。 
① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、一般

競争入札等への参加が制限されている者 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁

判所からの更生手続開始決定がされている者 

 

③ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁

判所からの再生手続開始決定がされている者 

④ 直近２年間の法人税、消費税、地方消費税、千葉県税及び市川市税の滞納がある者 

⑤ 当該団体の責に帰すべき事由により、⑴に係る指定の取消しを受けたことがある者 

⑥ 市から競争参加資格停止又は指名除外を受けている者 

⑦ 次に掲げる暴力団排除措置事由に該当する者 

ア 役員等（役員、代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいいます。

以下同じ。）が市川市暴力団排除条例（平成２４年条例第１２号）第２条第１号に規

定する暴力団（以下「暴力団」といいます。）若しくは同条第３号に規定する暴力団

員等（以下「暴力団員等」といいます。）であると認められるとき又は暴力団若しく

は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること。 
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団

員等と密接な関係を有する者をいいます。以下同じ。）を利用するなどしていると認

められること。 
ウ 役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

ること。 
エ 役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるこ

と。 
オ 役員等が、暴力団、暴力団員等又はアからエまでのいずれかに該当する法人であ

ることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められること。 
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８  運営の条件 

⑴ 「７ 応募資格」を有するほか、本募集要項の記載事項を遵守すること。ただし、法

の改正等により、高齢者福祉サービスを取巻く状況に変化が生じた場合は、この限りで

はない。 

⑵ 千葉県知事に対し、あらかじめ老人福祉法第１５条第２項の規定による届出をし、平

成３１年４月１日から大洲デイを設置していること。なお、千葉県知事に提出した届出

書の写しを市に対しても提出すること。 

⑶ 施設の運営に当たっては、介護保険法、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その

他関係法令を遵守すること。 

⑷ 応募の申込みで提出した書類に基づき施設等の管理を安定して行う物的能力、財政的

能力及び人的能力を有していること。 

⑸ 施設の人員配置に当たっては、法令に定める通所介護等の人員基準を充足すること。 

⑹ 所管庁の指導監査結果が良好であること。また、指摘事項があった場合は速やかに改

善されていること。 

⑺ 経費節減に努め、効率的な運営を心掛けること。 

⑻ 各年度の経営及び財務に関する状況等を市に報告すること。 

⑼ 市や各種事業者及び地域の保健、医療、福祉等の関係機関と連携して地域に根ざした

施設運営を行い、介護サービスの充実の確保に努めるとともに、市が推進する介護施策

に協力すること。 

⑽ 通所介護等業務のうち主たる部分を第三者に委託しないこと。 

⑾ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第８２条の規定に基づき、苦情解決責任者、

苦情受付担当者等を選任し、利用者からの苦情について対応できる体制を整備すること。 

また、同法第８３条に規定する運営適正化委員会が行う同法第８５条第１項の規定に

よる調査にできる限り協力することとし、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行うこと。 

（具体策） 

利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を

設置する等の必要な措置（具体的には次の①から③までを参照）を講ずること。 

  ① 施設長が苦情受付担当者を指名する等苦情受付窓口の決定 

  ② 施設内における苦情解決のための手続の明確化 

  ③ 苦情受付の窓口及び苦情解決の手続の入所者及び施設職員等に対する周知等の措置  

⑿ 危機管理（事故対応、緊急時対応）マニュアルを作成し、事故等緊急時には、迅速か

つ適切に対応できる体制を整備すること。 

また、事故が発生した場合は、直ちに警察や消防へ通報し適切な対応をするとともに、

市へ連絡・報告をすることとし、災害時には、利用者の安全を確保し、避難誘導を行う

こと。 

⒀ 現在の指定管理者が行うサービスと同等以上のサービスを提供することができること。 

⒁ 通所介護等の事業の内容については、自動車による送迎、入浴、食事、機能訓練、レ

クリエーション等現在の指定管理者が行っているものは全て行うこと。 
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⒂ 通所介護等のサービスに係る料金の額は、法及びこれに基づく命令等に定められた算

定方法又はその例により算出した額とすること。 

⒃ ⒂以外のサービスに係る料金の額は、大洲デイにおける現行の料金及び近隣の通所介

護等を行う施設との均衡に配慮した設定とすること。 

⒄ 「２ 施設及び物品の概要」に記載する利用定員を維持すること。また、送迎エリア

についても、おおむね現状を維持すること。 

⒅ 大洲デイの開所時間は、「２ 施設及び物品の概要」に記載する開所時間とすること。

ただし、運営法人が必要があると認める場合は、これを延長することができる。この場

合において、開所時間を変更したときは、速やかに市に報告すること。 

⒆ 大洲デイの休所日は、「２ 施設及び物品の概要」に記載する休所日とすること。ただ

し、運営法人が必要があると認める場合は、休所日を減らすことによりサービスを拡大

することができる。また、運営法人は、やむを得ない事情がある場合は、臨時に休所日

を設けることができる。これらの場合において、休所日を変更したときは、速やかに市

に報告すること。 

 ⒇ 利用者及びその介護者を対象として、それらの者のサービス利用に対する満足度を把

握するほか、サービスに関する要望を聴取し、改善すること等を目的としたアンケート

を年１回以上行うこと。 

(21) Ｗｅｂサイト、運営法人が作成する広報誌等により、積極的に大洲デイに関する情報 

の提供を行うこと。 

(22) 地震や台風等の災害時に大洲デイを緊急避難場所として使用する必要がある場合は、 

協力すること。 

(23) 本市の機関から協力依頼があった場合は、運営に支障のない範囲で協力すること。 

(24) 本募集要項に基づく応募の際、運営法人が提案した内容を実施すること。 

 

９  運営法人候補者の審査等 

⑴ 応募方法 

「別紙４ 応募の手引き」を参照の上、「別紙５ 事前申込書」を提出すること。 

なお、応募に係る経費は、応募をする法人の負担となります。 

⑵ 審査の流れ 

① 第１次審査（書類審査） 

審査結果は、平成３０年９月中旬に文書で通知します。 

② 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

審査結果は、平成３０年１０月中旬に文書で通知します。 

⑶ 運営法人候補者の決定 

第１次審査及び第２次審査における評価点の合計が最も高い者を大洲デイの運営法人

候補者としてそれぞれ決定します。 

⑷ 運営法人候補者の公表 

決定した大洲デイの運営法人候補者名を市公式Ｗｅｂサイトで公表します。 
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 ⑸ 運営の引継ぎ 

  ① 引継期間は、平成３０年１１月中旬から開始することを予定しています。 

  ② 引継方法は、市と現在の指定管理者と運営法人候補者との協議の上決定します。 

  ③ 引継ぎに要する費用は、運営法人候補者において負担することとします。 

 

１０  その他 

   本募集要項に定めのない事項については、運営法人決定後別途協議するものとします。 
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